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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直列に接続されている２個以上の半導体型光源と、
　２個以上の前記半導体型光源のうち１個以上の前記半導体型光源と並列に接続されてい
る電流バイパス手段と、
　前記電流バイパス手段に流す電流を制御するバイパス制御手段と、
　前記半導体型光源に電力を供給する点灯回路と、
　前記点灯回路の出力異常を診断する出力診断手段と、
　を備え、
　前記電流バイパス手段に流す電流の状態を変化させることで前記半導体型光源を点灯状
態から消灯状態に切り替えている間の前記出力診断手段の内容は、前記電流バイパス手段
に流す電流の状態を変化させていない間の前記出力診断手段の内容に対して、変更され、
　前記電流バイパス手段に流す電流の状態変化が所定時間以上経過する場合は、前記電流
バイパス手段に流す電流の状態変化を制限する、
　ことを特徴とする車両用灯具。
【請求項２】
　前記出力診断手段の変更される内容は、前記点灯回路の出力異常の診断を停止させる内
容である、
　ことを特徴とする請求項１に記載の車両用灯具。
【請求項３】
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　前記出力診断手段の変更される内容は、前記点灯回路の出力異常を診断するための時間
的閾値を変更させる内容である、
　ことを特徴とする請求項１に記載の車両用灯具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、半導体型光源を使用する車両用灯具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の車両用灯具は、従来からある（たとえば、特許文献１）。以下、従来の車両用
灯具について説明する。特許文献１の車両用灯具は、複数の半導体光源のいずれかに異常
が生じたことを電圧の変化を基に検出する異常検出手段を備えるものである。特許文献２
の車両用灯具は、複数の半導体光源の点灯消灯を制御する電流駆動手段と、電流駆動手段
で発生する異常を検出し異常検出結果を送出する制御手段と、を備えるものである。特許
文献３の車両用灯具は、複数のＬＥＤまたはＬＥＤ点灯装置の異常を検出する異常検出回
路と、異常検出回路によって異常が検出された際に異常信号を外部に出力する外部報知回
路と、を備えるものである。特許文献４の車両用灯具は、複数のＬＥＤのうち一部のＬＥ
Ｄの端子間を、短絡するときに点灯しているＬＥＤへの過剰な電流を抑制し、また、開放
するときに電流低下を軽減する点灯装置を備えるものである。特許文献５の車両用灯具は
、複数個のＬＥＤ全部を点灯させた状態から一部を点灯させる状態に切り替えるときに過
電流によるＬＥＤの破損を防止する点灯回路を備えるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２１０２１９号公報
【特許文献２】特開２００９－１８４５９２号公報
【特許文献３】特開２０１０－１３７７０８号公報
【特許文献４】特開２０１２－２８１８４号公報
【特許文献５】特開２０１３－４７０４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、特許文献４、特許文献５の車両用灯具は、ＬＥＤの点灯・消灯の個数を切り
替える際に、電圧・電流が変化する。このために、特許文献４、特許文献５の車両用灯具
に、特許文献１、特許文献２、特許文献３の車両用灯具の異常検出装置を使用した場合に
おいては、異常検出を確実に行うことができない場合がある。
【０００５】
　この発明が解決しようとする課題は、従来の車両用灯具では、異常検出を確実に行うこ
とができない場合がある、という点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明（請求項１にかかる発明）は、直列に接続されている２個以上の半導体型光源
（半導体光源）と、２個以上の半導体型光源のうち１個以上の半導体型光源と並列に接続
されている電流バイパス手段と、電流バイパス手段に流す電流を制御するバイパス制御手
段と、半導体型光源に電力を供給する点灯回路と、点灯回路の出力異常を診断する出力診
断手段と、を備え、電流バイパス手段に流す電流の状態を変化させることで半導体型光源
を点灯状態から消灯状態に切り替えている間の出力診断手段の内容は、電流バイパス手段
に流す電流の状態を変化させていない間の出力診断手段の内容に対して、変更され、電流
バイパス手段に流す電流の状態変化が所定時間以上経過する場合は、電流バイパス手段に
流す電流の状態変化を制限する、ことを特徴とする。
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【０００７】
　この発明（請求項２にかかる発明）は、出力診断手段の変更される内容が、点灯回路の
出力異常の診断を停止させる内容である、ことを特徴とする。
【０００８】
　この発明（請求項３にかかる発明）は、出力診断手段の変更される内容が、点灯回路の
出力異常を診断するための時間的閾値を変更させる内容である、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明の車両用灯具は、電流バイパス手段に流す電流の状態を変化させている間（す
なわち、点灯回路からの出力電圧・出力電流が変動している間）の出力診断手段の出力診
断内容を、電流バイパス手段に流す電流の状態を変化させていない間（すなわち、点灯回
路からの出力電圧・出力電流が変動していない間）の出力診断手段の出力診断内容に対し
て、変更させるものである。このために、電流バイパス手段に流す電流の状態を変化させ
ている間において、電流バイパス手段に流す電流の状態を変化させていない間の出力診断
手段の出力診断内容による、誤診断を確実に防ぐことができる。すなわち、出力診断手段
による点灯回路の出力異常診断を確実に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、この発明にかかる車両用灯具の実施形態を示す構成部品のブロック図（
システムブロック図）である。
【図２】図２は、作用（作動）の概略（概要）を示す説明図（フローチャート）である。
【図３】図３は、すれ違い配光パターン（ロービーム配光パターン）から走行配光パター
ン（ハイビーム配光パターン）に切り替える状態を示す電流波形の説明図（タイミングチ
ャート）である。
【図４】図４は、走行配光パターン（ハイビーム配光パターン）からすれ違い配光パター
ン（ロービーム配光パターン）に切り替える状態を示す電流波形の説明図（タイミングチ
ャート）である。
【図５】図５は、ランプスイッチを走行配光パターンの状態とすれ違い配光パターンの状
態とに反復操作した場合における作用を示すランプスイッチ波形および電流波形の説明図
（タイミングチャート）である。
【図６】図６は、スイッチ、制御装置、点灯回路を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、この発明にかかる車両用灯具の実施形態（実施例）の１例を図面に基づいて詳細
に説明する。なお、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。図３、図４
において、縦軸は、第１半導体型光源の消灯・点灯状態および第２半導体型光源の消灯・
点灯状態および出力診断手段の診断内容を示し、横軸は、時間を示す。図５において、縦
軸は、ランプスイッチの操作状態および第１半導体型光源の消灯・点灯状態および第２半
導体型光源の消灯・点灯状態および出力診断手段の診断内容を示し、横軸は、時間を示す
。
【００１３】
（実施形態の構成の説明）
　以下、この実施形態にかかる車両用灯具（車両用前照灯システム）の構成について説明
する。前記車両用灯具は、この例では、車両用前照灯（ヘッドランプ）などであって、ヘ
ッドランプユニットが車両の前部の左右両端部に搭載されている。前記車両用灯具は、第
１半導体型光源１および第２半導体型光源２と、電流バイパス手段３と、バイパス制御手
段４と、点灯回路５と、出力診断手段６と、ランプスイッチＳと、制御装置７と、を備え
る。
【００１４】
（第１半導体型光源１および第２半導体型光源２の説明）
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　前記第１半導体型光源１および前記第２半導体型光源２は、外部からの電力供給により
発光して、車両用灯具の光源として機能する。この例では、前記第１半導体型光源１は、
車両用前照灯のすれ違い配光パターンの光源として機能する。また、前記第１半導体型光
源１および前記第２半導体型光源２は、車両用前照灯の走行配光パターンの光源として機
能する。
【００１５】
　前記第１半導体型光源１および前記第２半導体型光源２は、電気的に直列に接続されて
いる。前記第１半導体型光源１および前記第２半導体型光源２は、それぞれ、１個でも複
数個でも良い。前記第１半導体型光源１および前記第２半導体型光源２は、この例では、
たとえば、ＬＥＤ、ＯＥＬまたはＯＬＥＤ（有機ＥＬ）、レーザーダイオードなどの自発
光半導体型光源である。
【００１６】
（電流バイパス手段３の説明）
　前記電流バイパス手段３は、１個もしくは複数個の前記第２半導体型光源２と電気的に
並列に接続されている。前記電流バイパス手段３は、１個もしくは複数個の前記第１半導
体型光源１と電気的に直列に接続されている。前記電流バイパス手段３は、前記第２半導
体型光源２に流れる電流を分流するものである。
【００１７】
　前記電流バイパス手段３は、メカニカルリレーのような物理接点を使用した場合におい
ては、前記第２半導体型光源２に、電流を流す（接点開放状態）、または、電流を流さな
い（接点接続状態）の２つの動作の選択となる。また、前記電流バイパス手段３は、トラ
ンジスタなどの半導体接点を使用した場合においては、前記の２つの動作に加えて分流状
態（前記第２半導体型光源３と前記電流バイパス手段３との双方に電流を流す）の動作を
実現することができる。
【００１８】
（バイパス制御手段４の説明）
　前記バイパス制御手段４は、点灯信号・消灯信号、故障検出ステータスなどの外部状況
または内部状況に応じて、電流の分流状態を適宜に変化させるように、前記電流バイパス
手段３を制御する。前記バイパス制御手段４は、前記の状況から適切な分流状態を決める
判断部（図示せず）と、前記判断部の判断結果に応じて実際に前記電流バイパス手段３を
動かす駆動部（図示せず）と、を備える。
【００１９】
（点灯回路５の説明）
　前記点灯回路５は、前記第１半導体型光源１および前記第２半導体型光源２から所望の
光出力が得られるように、印加電圧・供給電流を適宜に調整する。前記点灯回路５、すな
わち、車両用灯具における半導体型光源（半導体光源）の前記点灯回路５としては、ＤＣ
－ＤＣコンバータを用いた定電流回路、あるいは、抵抗などを用いた電流制限回路などを
一般的に使用する。
【００２０】
（出力診断手段６の説明）
　前記出力診断手段６は、前記点灯回路５からの出力電圧・出力電流を監視し、その出力
電圧・出力電流が所定の範囲から外れた場合には異常が発生したと判断して、予め定めら
れたフェイルセーフ処理を行う。フェイルセーフ処理としては、前記点灯回路５からの出
力を停止する、あるいは、前記バイパス制御手段４を介して前記電流バイパス手段３の分
流状態を変化させる。前記出力診断手段６は、フェイルセーフ処理と同時に、運転者に対
して異常の発生を報知すべく、テルテールの点灯を指示する場合もある。
【００２１】
　前記出力診断手段６の内容は、図３、図４、図５に示すように、停止状態Ｊ１と、通常
状態Ｊ２と、切替中状態Ｊ３と、からなる。前記停止状態Ｊ１は、前記第１半導体型光源
１および前記第２半導体型光源２がＯＦＦ状態（消灯状態）のときであって、前記出力診
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断手段６が診断を停止している状態にある。前記通常状態Ｊ２は、前記第１半導体型光源
１がＯＮ状態（点灯状態）、あるいは、前記第１半導体型光源１および前記第２半導体型
光源２がＯＮ状態（点灯状態）のときであって、前記出力診断手段６が通常の内容の診断
をしている状態にある。前記切替中状態Ｊ３は、前記第２半導体型光源２がＯＦＦ状態（
消灯状態）からＯＮ状態（点灯状態）に切り替わるまでの途中の状態、あるいは、前記第
２半導体型光源２がＯＮ状態（点灯状態）からＯＦＦ状態（消灯状態）に切り替わるまで
の途中の状態のときであって、前記出力診断手段６が通常の内容と異なる内容の診断をし
ている状態にある。
【００２２】
　すなわち、前記電流バイパス手段３に流す電流の状態を変化させている間（前記切替状
態Ｊ３）の前記出力診断手段６の内容は、前記電流バイパス手段３に流す電流の状態を変
化させていない間（通常状態Ｊ２）の前記出力診断手段６の内容（通常の内容）に対して
、変更されている。
【００２３】
　前記出力診断手段６の変更される内容は、前記点灯回路５の出力異常の診断を停止させ
る内容である。すなわち、前記出力診断手段６は、前記切替中状態Ｊ３においては、前記
停止状態Ｊ１と同様に、診断を停止している状態にある。また、前記出力診断手段６の変
更される内容は、前記点灯回路５の出力異常を診断するための時間的閾値を変更させる内
容である。すなわち、前記出力診断手段６は、前記通常状態Ｊ２における前記点灯回路５
の出力異常診断時間（たとえば、約０．１秒）に対して、前記切替中状態Ｊ３における前
記点灯回路５の出力異常診断時間（たとえば、約１秒）を長くする。時間を長くするには
、サンプリング回数を増やす、あるいは、サンプリング周期を長くする。
【００２４】
　前記出力診断手段６は、前記電流バイパス手段３に流す電流の状態変化が所定時間以上
経過する場合において、前記電流バイパス手段３に流す電流の状態変化を制限する。すな
わち、前記出力診断手段６は、図５に示すように、出力異常診断が完了（終了）する前に
、前記ランプスイッチＳを走行配光パターンの状態ＨＩとすれ違い配光パターンの状態Ｌ
Ｏとに反復操作した場合において、出力異常診断ができなくなる場合がある。このために
、前記出力診断手段６は、前記電流バイパス手段３に流す電流の状態変化が所定時間（た
とえば、約数秒）以上経過する場合において、前記第２半導体型光源２を強制的にＯＦＦ
状態（消灯状態）にする。
【００２５】
（ランプスイッチＳの説明）
　前記ランプスイッチＳは、ＯＦＦ位置、ＬＯ位置、ＨＩ位置、の３位置切替スイッチで
ある。前記ランプスイッチＳは、運転者の手動により切り替わるスイッチであり、かつ、
車両の走行状況に応じて自動的に切り替わるスイッチである。
【００２６】
（制御装置７の説明）
　図６に示すように、前記制御装置（制御回路部やＥＣＵ・電子制御ユニット）７には、
前記点灯回路５、前記ランプスイッチＳが接続されている。前記制御装置７は、前記ラン
プスイッチＳの位置状況に応じて前記バイパス制御手段４および前記点灯回路５および前
記出力診断手段６の作用を前記の通り制御する。すなわち、前記制御装置７は、図２に示
すフローチャートの工程を順次処理する。
【００２７】
（実施形態の作用の説明）
　この実施形態にかかる車両用灯具は、以上のごとき構成からなり、以下、その作用につ
いて説明する。
【００２８】
（図３の作用の説明）
　まず、図３について説明する。時点Ｔ１までは、ランプスイッチＳがＯＦＦ位置に位置
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するので、第１半導体型光源１および第２半導体型光源２がＯＦＦ状態にある。このとき
、出力診断手段６は、停止状態Ｊ１にある。
【００２９】
　時点Ｔ１において、所定の点灯条件たとえばすれ違い配光パターン照射条件が成立する
。すると、ランプスイッチＳがＬＯ位置に位置するので、点灯回路５が第１半導体型光源
１に電流を流す。一方、バイパス制御手段４が電流バイパス手段３に第１半導体型光源１
からの全部の電流を流して、第２半導体型光源２に電流を流さない。
【００３０】
　時点Ｔ１から時点Ｔ２までの間は、第１半導体型光源１がＯＮ状態にあり、第２半導体
型光源２がＯＦＦ状態にある。この結果、すれ違い配光パターンが照射される。このとき
、出力診断手段６は、通常状態Ｊ２にあるので、点灯回路５の出力異常を通常の内容で診
断する。
【００３１】
　時点Ｔ２において、所定の点灯条件たとえば走行配光パターン照射条件が成立する。す
ると、ランプスイッチＳがＨＩ位置に位置するので、バイパス制御手段４が電流バイパス
手段３に流れる電流を時間的傾きを持って遮断する。このために、第２半導体型光源２に
は電流が時間的傾きを持って流れる。これにより、第２半導体型光源２は、時点Ｔ２にお
けるＯＦＦ状態（０％点灯状態）から時点Ｔ３におけるＯＮ状態（１００％点灯状態）ま
で時間的傾きを持って点灯（徐増点灯）する。
【００３２】
　時点Ｔ２から時点Ｔ３までの間は、第１半導体型光源１がＯＮ状態にあり、第２半導体
型光源２がＯＦＦ状態からＯＮ状態に変化している状態にある。この結果、すれ違い配光
パターンから走行配光パターンに切り替わる状態にある。このとき、出力診断手段６は、
切替中状態Ｊ３にあるので、点灯回路５の出力異常の診断内容を通常の診断内容に対して
変更する。
【００３３】
　すなわち、時点Ｔ２から時点Ｔ３までの間は、ＯＦＦ状態からＯＮ状態に変化している
状態にある第２半導体型光源２に流れる電流は、徐々に増加変化していて、また、ＯＮ状
態にある第１半導体型光源１に流れる電流は、変動している。このために、出力診断手段
６が通常の診断内容で点灯回路５の出力異常を診断した場合には、異常ではないのに異常
であると誤診断する場合がある。
【００３４】
　すなわち、走行配光パターンからすれ違い配光パターンに切り替わるのに伴って、点灯
回路５からの出力電圧・出力電流が変動するが、この変動幅が部品公差や温度特性などに
より必ずしも一意に定められるものではない。このために、出力診断手段６の診断の基準
設定によっては、「実際には正常である」にもかかわらずに「異常である」と誤診断する
場合がある。
【００３５】
　そこで、出力診断手段６は、点灯回路５の出力異常の診断内容を通常の診断内容に対し
て変更して、前記の誤診断を防止する。診断内容の変更は、点灯回路５の出力異常の診断
を停止させる、あるいは、点灯回路５の出力異常を診断するための時間的閾値を変更させ
るである。
【００３６】
　時点Ｔ３以降は、第１半導体型光源１および第２半導体型光源２がＯＮ状態にある。こ
の結果、走行配光パターンが照射される。このとき、出力診断手段６は、通常状態Ｊ２に
あるので、点灯回路５の出力異常を通常の内容で診断する。
【００３７】
（図４の作用の説明）
　つぎは、図４について説明する。時点Ｔ４までは、第１半導体型光源１および第２半導
体型光源２がＯＮ状態にある。この結果、走行配光パターンが照射される。このとき、出
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力診断手段６は、通常状態Ｊ２にあるので、点灯回路５の出力異常を通常の内容で診断す
る。
【００３８】
　時点Ｔ４において、所定の点灯条件たとえばすれ違い配光パターン照射条件が成立する
。すると、ランプスイッチＳがＬＯ位置に位置するので、バイパス制御手段４が電流バイ
パス手段３に電流を時間的傾きを持って流す。このために、第２半導体型光源２に流れる
電流が時間的傾きを持って遮断される。これにより、第２半導体型光源２は、時点Ｔ４に
おけるＯＮ状態（１００％点灯状態）から時点Ｔ５におけるＯＦＦ状態（０％点灯状態）
まで時間的傾きを持って消灯（徐減消灯）する。
【００３９】
　時点Ｔ４から時点Ｔ５までの間は、第１半導体型光源１がＯＮ状態にあり、第２半導体
型光源２がＯＮ状態からＯＦＦ状態に変化している状態にある。この結果、走行配光パタ
ーンからすれ違い配光パターンに切り替わる。このとき、出力診断手段６は、切替中状態
Ｊ３にあるので、点灯回路５の出力異常の診断内容を通常の診断内容に対して変更する。
【００４０】
　すなわち、時点Ｔ４から時点Ｔ５までの間は、ＯＮ状態からＯＦＦ状態に変化している
状態にある第２半導体型光源２に流れる電流は、徐々に減少変化していて、また、ＯＮ状
態にある第１半導体型光源１に流れる電流は、変動している。このために、出力診断手段
６が通常の診断内容で点灯回路５の出力異常を診断した場合には、異常ではないのに異常
であると誤診断する場合がある。
【００４１】
　すなわち、走行配光パターンからすれ違い配光パターンに切り替わるのに伴って、点灯
回路５からの出力電圧・出力電流が変動するが、この変動幅が部品公差や温度特性などに
より必ずしも一意に定められるものではない。このために、出力診断手段６の診断の基準
設定によっては、「実際には正常である」にもかかわらずに「異常である」と誤診断する
場合がある。
【００４２】
　そこで、出力診断手段６は、点灯回路５の出力異常の診断内容を通常の診断内容に対し
て変更して、前記の誤診断を防止する。診断内容の変更は、点灯回路５の出力異常の診断
を停止させる、あるいは、点灯回路５の出力異常を診断するための時間的閾値を変更させ
るである。
【００４３】
　ここで、走行配光パターンからすれ違い配光パターンへの切替を瞬間的（時点Ｔ４から
時点Ｔ５までの間の時間が短い）に行うと、第１半導体型光源１の両端には瞬間的に約２
倍の電圧（第１半導体型光源１および第２半導体型光源２の両端電圧）が印加されて、第
１半導体型光源１が破損する可能性がある。このために、走行配光パターンからすれ違い
配光パターンに切り替える場合には、時間的傾き（フィードバック制御の応答時間＜電流
バイパス回路のインピーダンス低下時間）を持って、第１半導体型光源１に過大な負荷が
かからないように制御されている。なお、時間的傾きの制御の他に、切替の直前において
、点灯回路５側で出力電圧を十分に低下させる制御がある。
【００４４】
　時点Ｔ５から時点Ｔ６までの間は、第１半導体型光源１がＯＮ状態にあり、第２半導体
型光源２がＯＦＦ状態にある。この結果、すれ違い配光パターンが照射される。このとき
、出力診断手段６は、通常状態Ｊ２にあるので、点灯回路５の出力異常を通常の内容で診
断する。
【００４５】
　時点Ｔ６において、所定の点灯条件たとえばＯＦＦ条件が成立する。すると、ランプス
イッチＳがＯＦＦ位置に位置するので、点灯回路５が第１半導体型光源１および第２半導
体型光源２に出力する電流を遮断する。このために、第１半導体型光源１および第２半導
体型光源２がＯＦＦ状態にある。このとき、出力診断手段６は、停止状態Ｊ１にある。
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【００４６】
（図５の作用の説明）
　さらに、図５について説明する。時点Ｔ７までは、ランプスイッチＳがＯＦＦ位置に位
置するので、第１半導体型光源１および第２半導体型光源２がＯＦＦ状態にある。このと
き、出力診断手段６は、停止状態Ｊ１にある。
【００４７】
　時点Ｔ７において、所定の点灯条件たとえばすれ違い配光パターン照射条件が成立する
。すると、ランプスイッチＳがＬＯ位置に位置するので、点灯回路５が第１半導体型光源
１に電流を流す。一方、バイパス制御手段４が電流バイパス手段３に第１半導体型光源１
からの全部の電流を流して、第２半導体型光源２に電流を流さない。
【００４８】
　時点Ｔ７から時点Ｔ８までの間は、第１半導体型光源１がＯＮ状態にあり、第２半導体
型光源２がＯＦＦ状態にある。この結果、すれ違い配光パターンが照射される。このとき
、出力診断手段６は、通常状態Ｊ２にあるので、点灯回路５の出力異常を通常の内容で診
断する。
【００４９】
　時点Ｔ８以降において、運転者が意図的にランプスイッチＳをＬＯ位置とＨＩ位置と反
復操作する（パッシング操作する）。すると、出力診断手段６は、切替中状態Ｊ３にある
ので、点灯回路５の出力異常の診断内容を通常の診断内容に対して変更して診断する。と
ころが、出力異常診断が完了する前に、ランプスイッチＳが切り替わると、出力診断手段
６が診断途中の出力異常診断を中断してリセットし、新たに出力異常診断を開始する。こ
のために、出力異常診断ができなくなる場合がある。
【００５０】
　そこで、制御装置７は、点灯回路５を介して、電流バイパス手段３に流す電流の状態変
化が所定時間（たとえば、約数秒間、時点Ｔ８から時点Ｔ９までの間の時間）以上経過す
る場合において、すなわち、時点Ｔ９において、第２半導体型光源２を強制的にＯＦＦ状
態にする。
【００５１】
　このために、時点Ｔ９以降においては、第１半導体型光源１のみがＯＮ状態にあり、す
れ違い配光パターンが照射されることとなる。このとき、出力診断手段６は、通常状態Ｊ
２にあるので、点灯回路５の出力異常を通常の内容で診断する。
【００５２】
（図２のフローチャートの説明）
　以下、図２に示すフローチャートの工程の処理手順（作用）について説明する。まず、
初期設定されて処理手順がスタートする（初期設定　Ｓ１）。ここで、前提条件として、
ランプスイッチＳがＬＯ位置に位置していてすれ違い配光パターンが照射されているとす
る。
【００５３】
　制御装置７は、点灯条件を判断する（点灯条件判断　Ｓ２）。すなわち、ランプスイッ
チＳの位置が同一であるか否かを判断する（同一？　Ｓ３）。
【００５４】
　ここで、ランプスイッチＳの位置がＬＯ位置の場合、すなわち、スイッチＳの位置が同
一の場合、制御装置７は、配光パターンの切替状態を判断する（切り替わり判断　Ｓ４）
。すなわち、走行配光パターンからすれ違い配光パターンへの切替が完了したか否かを判
断する（完了？　Ｓ５）。
【００５５】
　ここで、走行配光パターンからすれ違い配光パターンへの切替が完了している場合（図
４中の時点Ｔ５を参照）、制御装置７を介して出力診断手段６は、点灯回路５の出力異常
を通常状態Ｊ２における内容で診断する（出力異常判断（通常）　Ｓ６）。すなわち、出
力診断手段６は、点灯回路５の出力が正常であるか否か診断（判断）する（正常？　Ｓ７
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）。
【００５６】
　ここで、点灯回路５の出力が正常である場合、制御装置７は、点灯回路５の出力を継続
させ（出力継続　Ｓ８）、その後（Ｓ２）に戻る。前記の（Ｓ７）において、点灯回路５
の出力が異常である場合、制御装置７は、点灯回路５の出力を停止させ（出力停止　Ｓ９
）、その後（Ｓ２）に戻る。
【００５７】
　ここで、ランプスイッチＳがＬＯ位置からＨＩ位置に切り替えられる（図３中の時点Ｔ
２を参照）。すると、スイッチの位置が同一ではない。この場合、制御装置７は、配光パ
ターンをすれ違い配光パターンから走行配光パターンに切り替えるために、点灯回路５お
よびバイパス制御手段４を介して、電流バイパス手段３の接点を開放状態とする（バイパ
スＯＦＦ（略開放）　Ｓ１０）。これにより、第２半導体型光源２に電流が時間的傾きを
持って流れて、配光パターンが時間的傾きを持ってすれ違い配光パターンから走行配光パ
ターンに切り替わる（図３中の時点Ｔ２から時点Ｔ３までの間を参照）。
【００５８】
　そして、制御装置７を介して出力診断手段６は、点灯回路５の出力異常を切替中状態Ｊ
３における内容で診断する（出力異常判断（切り替わり中）　Ｓ１１）。すなわち、出力
診断手段６は、点灯回路５の出力が正常であるか否か診断（判断）する（正常？　Ｓ７）
。
【００５９】
　ここで、点灯回路５の出力が正常である場合、制御装置７は、点灯回路５の出力を継続
させ（出力継続　Ｓ８）、その後（Ｓ２）に戻る。前記の（Ｓ７）において、点灯回路５
の出力が異常である場合、制御装置７は、点灯回路５の出力を停止させ（出力停止　Ｓ９
）、その後（Ｓ２）に戻る。
【００６０】
　ここで、ランプスイッチＳがＨＩ位置からＬＯ位置に切り替えられる（図４中の時点Ｔ
４を参照）。すると、スイッチの位置が同一ではない。この場合、制御装置７は、配光パ
ターンを走行配光パターンからすれ違い配光パターンに切り替えるために、点灯回路５お
よびバイパス制御手段４を介して、電流バイパス手段３の接点を接続状態とする（バイパ
スＯＮ（略短絡）　Ｓ１２）。これにより、第２半導体型光源２への電流が時間的傾きを
持って遮断されて、配光パターンが時間的傾きを持って走行配光パターンからすれ違い配
光パターンに切り替わる（図３中の時点Ｔ２から時点Ｔ３までの間を参照）。
【００６１】
　そして、制御装置７を介して出力診断手段６は、点灯回路５の出力異常を切替中状態Ｊ
３における内容で診断する（出力異常判断（切り替わり中）　Ｓ１１）。すなわち、出力
診断手段６は、点灯回路５の出力が正常であるか否か診断（判断）する（正常　Ｓ７）。
【００６２】
　ここで、点灯回路５の出力が正常である場合、制御装置７は、点灯回路５の出力を継続
させ（出力継続　Ｓ８）、その後（Ｓ２）に戻る。前記の（Ｓ７）において、点灯回路５
の出力が異常である場合、制御装置７は、点灯回路５の出力を停止させ（出力停止　Ｓ９
）、その後（Ｓ２）に戻る。
【００６３】
　ここで、ランプスイッチＳがＬＯ位置からＯＦＦに切り替えられる（図４中の時点Ｔ６
を参照）。すると、スイッチの位置が同一ではない。この場合、制御装置７は、すれ違い
配光パターンを消すために、点灯回路５の出力を停止させ（出力停止　Ｓ９）、その後（
Ｓ２）に戻る。
【００６４】
　ここで、前記の（Ｓ５）において、走行配光パターンからすれ違い配光パターンへの切
替が完了していない場合（図４中の時点Ｔ４から時点Ｔ５までの間を参照）、または、す
れ違い配光パターンから走行配光パターンへの切替が完了していない場合（図３中の時点



(10) JP 6209848 B2 2017.10.11

10

20

30

40

50

Ｔ２から時点Ｔ３までの間を参照）は、前記の（Ｓ１１）に進む。
【００６５】
　ここで、運転者が意図的にランプスイッチＳをＬＯ位置とＨＩ位置と反復操作する（パ
ッシング操作する）。すると、出力診断手段６は、切替中状態Ｊ３にあるので、点灯回路
５の出力異常の診断内容を通常の診断内容に対して変更して診断する（Ｓ１１）。ところ
が、出力異常診断が完了する前に、ランプスイッチＳが切り替わると、出力診断手段６が
診断途中の出力異常診断を中断してリセットし、新たに出力異常診断を開始する。このた
めに、出力異常診断ができなくなる場合がある。すなわち、前記の（Ｓ７）の工程が終了
しない。
【００６６】
　このときは、制御装置７は、電流バイパス手段３に流す電流の状態変化が所定時間（た
とえば、約数秒間、時点Ｔ８から時点Ｔ９までの間の時間）以上経過する場合において、
すなわち、時点Ｔ９において、第２半導体型光源２を強制的にＯＦＦ状態にする。このた
めに、すれ違い配光パターンが照射され、出力診断手段６による点灯回路５の出力異常診
断を継続して行われる。
【００６７】
（実施形態の効果の説明）
　この実施形態にかかる車両用灯具は、以上のごとき構成および作用からなり、以下、そ
の効果について説明する。
【００６８】
　この実施形態にかかる車両用灯具は、電流バイパス手段３に流す電流の状態を変化させ
ている間（すなわち、点灯回路５からの出力電圧・出力電流が変動している間）の出力診
断手段６の出力診断内容を、電流バイパス手段３に流す電流の状態を変化させていない間
（すなわち、点灯回路５からの出力電圧・出力電流が変動していない間）の出力診断手段
６の出力診断内容に対して、変更させるものである。このために、電流バイパス手段３に
流す電流の状態を変化させている間において、電流バイパス手段３に流す電流の状態を変
化させていない間の出力診断手段６の出力診断内容による、誤診断を確実に防ぐことがで
きる。すなわち、出力診断手段６による点灯回路５の出力異常診断を確実に行うことがで
きる。
【００６９】
　この実施形態にかかる車両用灯具は、出力診断手段６の変更される内容が、点灯回路５
の出力異常の診断を停止させる内容である。このために、出力診断手段６による点灯回路
５の出力異常診断をさらに確実に行うことができる。
【００７０】
　この実施形態にかかる車両用灯具は、出力診断手段６の変更される内容が、点灯回路５
の出力異常を診断するための時間的閾値を変更させる内容である。このために、出力診断
手段６による点灯回路５の出力異常診断をさらに確実に行うことができる。しかも、出力
診断手段６による点灯回路５の出力異常診断を継続して行われる。
【００７１】
　この実施形態にかかる車両用灯具は、電流バイパス手段３に流す電流の状態変化が所定
時間以上経過する場合においては、電流バイパス手段３に流す電流の状態変化を制限する
。このために、強制的に安定点灯状態に固定して、出力診断手段６による点灯回路５の出
力異常診断を継続して行われるようにするものである。すなわち、この例では、ランプス
イッチＳのＬＯ位置ＨＩ位置の切り替わり動作を制限して、ランプスイッチＳをＬＯ位置
に固定することにより、点灯回路５の出力異常診断を正常に行われるようにするものであ
る。
【００７２】
（実施形態以外の例の説明）
　この実施形態においては、すれ違い配光パターンを照射する場合、電流バイパス手段３
の接点を接続状態として、第１半導体型光源１からの全電流を、電流バイパス手段３に流
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して、第２半導体型光源２に流れないようにしている。すなわち、第２半導体型光源２は
、完全消灯の状態にある。ところが、この発明においては、第１半導体型光源１からの電
流の一部を電流バイパス手段３に流して、第１半導体型光源１からの残りの電流を第２半
導体型光源２に流すようにして、第２半導体型光源２を第１半導体型光源１よりも少ない
電流で点灯させるようにしても良い。
【符号の説明】
【００７３】
　１　第１半導体型光源　
　２　第２半導体型光源
　３　電流バイパス手段
　４　バイパス制御手段
　５　点灯回路
　６　出力診断手段
　７　制御装置
　Ｊ１　停止状態
　Ｊ２　通常状態
　Ｊ３　切替中状態
　Ｓ　ランプスイッチ
　Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４、Ｔ５、Ｔ６、Ｔ７、Ｔ８、Ｔ９　時点

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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